
１ 課の運営方針

【課の目標】 令和８年度に重点的に取り組む事項・概要
①

②

③

④

２ 担当（係）の使命（果たす役割）

３ 課の経営資源

（１） 課の体制

人 うち 人 ・ 人 千円 千円

（２） 事業規模 ※R６職員平均給与（ 千円）ベース ※予算計上額

千円 千円 （正職員人件費を除く） 事業2,361,919 担当予算事業数 6歳入予算額 1,796,412 歳出予算額

7,503

6,422

福祉部　生活支援課

22 20 2 人件費
会計年度
任用職員

（生活保護一担当）生活保護、面接相談、統計、経理事務に関すること
（生活保護二担当）生活保護、面接相談、行旅病人及び行旅死亡人等、中国残留邦人に関すること
（生活保護三担当）生活保護、面接相談、住居確保給付金、就労支援に関すること

【課の使命】
　経済的に困窮する世帯に対し、生活保護法などに基づき、その最低限度の生活を保障するとともに、関係機関との連携のもと、各種制度の活用を図りながら、日常生活
での自立、社会生活での自立、経済的自立の助長を図ります。

【行政経営への取組】
　Ａ：漏給防止　Ｂ：濫給防止　Ｃ：稼働年齢層に対する病状の把握と就労指導、就労支援の徹底　Ｄ：後発医薬品の使用促進等に取り組み、生活保護の適正実施に取り
組みます。

生活保護の適正実施
課内研修等により職員の能力向上を図り、生活保護の漏給、濫給の防止に努めます。

被保護者への自立支援
 関係機関と連携を図り、被保護者の日常生活での自立、社会生活での自立、経済的自立を支援します。

令和８年度 課の運営方針書

職員数 正職員
会計年度
任用職員

正職員 150,060

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進等
後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進、医療額通知及びお薬手帳の使用勧奨により、医療の適正実施に努めます。

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付事務の適正実施
最高裁判決を踏まえ、国の示す基準に従い該当世帯への速やかな追加給付に努めます。



福祉部　生活支援課

４ 課の中期目標 （優先順）　第３次周南市まちづくり総合計画・前期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

4

1

2 安心して生活できる支援の充実

1 地域福祉の充実

推進施策
別

優先順位

保健・福祉

令和１１年度までに実現したい成果推進施策

様々な関係機関と連携しつつ、経済的な困窮者に対し面接相談によりニーズを把握し、個々に
応じた支援により自立の促進を図ります。


